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ま え が き 

 

 現代日本においては、労働法制上は労働組合が使用者ないし使用者団体と締結する労働協

約が使用者の定める就業規則に優越する法規範として位置づけられているにもかかわらず、

企業別組合中心の労働社会においてその存在感は希薄であり、過半数組合ないし過半数代表

者の意見を聴取するとはいえ使用者の一方的決定による就業規則が法規範の中心的存在とな

っている。例えば、菅野和夫『新・雇用社会の法』においても、就業規則を「雇用関係の基

本的規範」と呼んでおり、規範としての労働協約の影は極めて薄い。 
 これに対し、欧州諸国では全国レベルや産業レベルで労働組合と使用者団体との間で締結

される労働協約が国家法と企業レベルを媒介する重要な法規範として労働社会を規制してお

り、その位置づけは極めて高いものがあるといわれている。その典型的な諸国としては、ド

イツ、フランスおよびスウェーデンが挙げられる。こうしたマクロ社会的な労使の自治規範

がほとんど存在しない日本においては、ミクロな企業レベルを超える問題は直ちに国家法の

問題となるため、例えば労働時間問題などにおいても、過度に法律政策に依存したものにな

りがちとの指摘もある。 
 もっとも近年は、これら諸国においても事業所協定や企業協約への分権化の傾向が指摘さ

れており、産業別協約がどの程度規範としての力を保持しているのか、関心を呼んでいると

ころである。 
 そこで、労働政策研究・研修機構においては、伝統的に産業レベルでの労働協約を中心と

する労働条件決定システムが形成されてきた欧州諸国、具体的にはドイツ、フランスおよび

スウェーデンを対象として、現代先進諸国における規範設定に係る集団的労使関係のあり方

を調査研究することとした。具体的には、国、産業レベルの団体交渉、労働協約とその拡張

適用、企業や事業所レベルにおける労働組合ないし従業員代表機関との協議交渉や協定等に

ついて、実証的かつ包括的に調査研究し、これからの日本の労働社会のあり方に関するマク

ロ的議論の素材とすることを目指している。 
 本報告書においては、最終的な成果取りまとめのための中間的な作業として、ドイツ・フ

ランス・スウェーデンにおける労働協約システムの現状と、同システムに基づく規範設定（労

働条件決定）の実態を素描するとともに、それを踏まえて、各国間における共通点と相違点

を浮かび上がらせるべく、3カ国での比較検討を行うこととした。 
 本報告書が多くの人々に活用され、今後の労働法政策に関わる政策論議に役立てば幸いで

ある。 
 
 2016 年 5 月 

独立行政法人 労働政策研究･研修機構 
 理事長  菅 野  和 夫 
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